
三重県立伊勢まなび高等学校 

防 災 計 画 
 

令和６年６月 
 

                                        頁 

第１章 総則 

 １ 目的                                 １ 

第２章 組織 

２ 防火管理者の役割                           １ 

 ３ 対策本部、緊急対策委員会                       １ 

 ４ 生徒対策部、生徒対策委員会                      １ 

 ５ 住民対策部                              １ 

第３章 組織運営 

 ６ 対策本部の役割                            １ 

 ７ 生徒対策部の役割                           １ 

 ８ 住民対策部の役割                           ２ 

第４章 地震・土砂災害等発生時の行動 

 ９ 地震・土砂災害等発生時の生徒の行動                  ２ 

  10 地震・土砂災害等発生時の教職員の行動                 ３ 

第５章 防災訓練 

  11 教育の実施                              ３ 

 12 訓練の実施                              ３ 

  

＜別表１＞ 緊急防災組織・緊急対策要員・緊急動員計画            ４ 

＜別紙１＞  地震防災に対する平時からの心得（生徒版）            ５ 

＜別紙２＞  地震防災に対する平時からの心得（職員版）            ６ 

＜別紙３＞ 地震・土砂災害等発生時における対応               ７ 

 

＜参考資料１＞ハザードマップ(津波・土砂災害)                 13 

       ※ 校外避難場所への避難経路 

＜参考資料２＞震度階級                           16 

＜参考資料３＞南海トラフ地震に関する情報発表時の対応                        17 

＜参考資料４＞教育再開へ向けての対応                                        25 

＜参考資料５＞緊急地震速報行動マニュアル                                    28 

＜参考資料６＞緊急時連絡先                                                  29 

＜参考資料７＞携帯メールによる連絡網登録のお願い                           30 

＜参考資料８＞災害備蓄物資一覧                                              32 

＜参考資料９＞気象警報発表、南海トラフ地震臨時情報の発表、および全国瞬時警報 

システム（Ｊアラート）発信時等の対応について         33 

 

〒５１６－００１６ 

三重県伊勢市神田久志本町１５６０ 

電話〈市外局番０５９６〉     

（代表・事務室）２５－３６９０（総務・教務部）２５－３７１０ 

    （午前の部）６３－５５６２  （午後の部）６３－５５６１ （夜間部）６３－５５６３ 

 （進路指導室）２５－３５４１ （生指指導室）２５－３７１２（調理室）６３－６１７０ 

（ものづくり工学科）６３－５５６４            （ＦＡＸ）２５－３１０４ 



 - 1 - 

防 災 計 画 

 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この計画は、南海トラフ地震臨時情報発表時の対応、及び地震・津波・土砂災害・風水

害等の災害が発生したとき（発生する恐れがあるときを含む）の伊勢まなび高等学校における

対応について必要な事項を定め、生徒・教職員・避難住民の生命・身体の安全を確保するとと

もに、教育活動と非常時下の避難所運営の両立を円滑にすることを目的とする。 

  なお、防火については、消防計画を別途定めるものとする。 

 

第２章 組織 
 （防火管理者の役割） 

第２条 防火管理者は、第１条に掲げる地震・津波・土砂災害・風水害等の災害の発生を覚知し

たとき、別表１による地震災害に対する緊急防災組織を編成し、全職員を指揮して情報の収集

と対策に当たる。 

 

（対策本部、緊急対策委員会） 

第３条 対策本部は本部長を校長、副本部長を教頭・事務長で構成し、必要に応じて緊急対策委

員会を開くものとする。緊急対策委員会は、本部長、副本部長、各学年主任、教務主任、生徒

指導主事、進路指導主事、養護教諭で構成し、委員長は本部長がこれにあたる。 

 

（生徒対策部、生徒対策委員会） 

第４条 生徒対策部は、自衛消防組織における情報連絡班、避難誘導班、初期消火班、安全点検

班、救護班より構成し、必要に応じて生徒対策委員会を開くものとする。生徒対策委員会は、

副本部長、各班長、生徒会顧問、養護教諭で構成し、委員長は副本部長（教頭）がこれにあた

る。 

 

（住民対策部） 

第５条 住民対策部は、副本部長（事務長）、自衛消防組織における物品搬出班より構成する。 

 

第３章 組織運営 
（対策本部の役割） 

第６条 対策本部は以下の業務（指揮・情報処理・通報・渉外・連絡など）にあたる。 

 （１）全体を統括し、教職員の安否確保等、必要な措置を指示する。 

 （２）情報に関する活動を統轄する。 

（ア）県教育委員会・市対策本部・南勢志摩地域活性化局地域防災課・消防署・警察・自治

会等との連絡を緊密にし、各種情報の収集に努める。 

（イ）ラジオ・テレビ等の報道機関から正確な情報を迅速に収集し伝達する。 

（ウ）注意情報・予知情報に関する対応・措置について、県教育委員会・市災害対策本部等

に速やかに本部長が報告することとする。 

（エ）地震等非常災害発生時における人命・施設等の被害及び避難住民の状況については、

速やかに掌握し、県教育委員会および市災害対策本部に本部長が報告する。 

（３）学校と外部諸機関との折衝にあたる。 

 

（生徒対策部の役割） 

 第７条 生徒対策部は以下の業務（避難誘導・人員点呼・救護・出火防止措置・消火活動・施設

点検・管埋・搬出など）にあたる。 

（１）南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき、生徒の生命の安全を確保しながら所定の帰

路に従い、速やかに帰宅指導をする。 
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 （２）生徒の在校時災害発生時には、本部の指示に従い、生命の安全を確保しながら所定の避

難経路を通り校庭に避難誘導する。避難誘導の際、車椅子等の生徒については円滑な避

難ができるよう配慮する。人員の点呼、生徒の安全を確保したのち、早急に本部に報告

する。また、安全が確認でき次第、生徒を家庭に戻す。広域避難場所への避難開始は防

災関係機関からの情報、命令に基づき行う。 

（３）火気取扱責任者と連携し、火気使用設備器具、電気設備等の使用停止措置を講ずるとと

もに、ガス、危険物の燃料供給停止措置を講ずる。 

（４）本校において火災が発生したとき、消火班は全ての活動に優先して消火活動に当たる。 

 （５） 生徒在宅時に災害が発生したとき、できる限り速やかに家庭訪問や避難所訪問等を行い、

生徒の安否や被災状況について調査する。 

（６）救護班を中心に、生徒・避難住民の負傷者等の応急手当に当たる。 

 （７） 校内施設の被害状況について点検・報告し危険箇所への立ち入りをさせない処置をとる。 

 （８）被災後、可能な限り速く授業が再開できるように企画・調整・連絡を行う。 

 

（住民対策部の役割） 

 第８条 住民対策部は、以下の業務（避難誘導・人員点呼・救護・警備・配給・住民相談・広報・

防災備品管理など）にあたる。 

（１）本校に避難してきた地域住民を安全に避難誘導し住所・氏名・年令を正確に把握報告す

るとともに、自治会との連携を保ち、早急に避難住民による自治組織の育成に努める。 

（２）避難住民の収容場所を割り振り、安全を確認した上で避難所を設定し校内秩序の維持に

当たる。 

（３）災害に備え、医薬品、懐中電灯、携帯ラジオ、携帯拡声器等を事務室及び保健室に備え

て、平常時の管理は事務職員が当たる。 

（４）災害発生時には、飲料水・生活用水・食料・防寒寝具等最低必要物資の配布や便所の使

用について県・市当局と折衝する。 

 

第４章 地震等発生時の行動 

 （地震等発生時の生徒の行動） 

第９条 各情報発表時並びに地震発生時の生徒の行動は、別紙２及び以下のとおりとする。 

  （１）南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたとき 

   （ア）平常どおり過ごす。 

  （２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意・巨大地震警報）が発表されたとき 

   （ア）在校時のとき、授業を打ち切り下校させる。 

   （イ）登下校時のとき、帰路の安全を確認の上、帰宅させる。 

    （ウ）在宅時のとき、自宅待機とし、自治体の指示に従う。 

    （エ）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたとき及び災害発生時は、学

校は休校とし、解除後の登校については暴風警報解除時の規定に準じる。 

   （オ）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警報）が発表されたときは、１週間程度の臨時

休業とすることを基本とする。 

（３）地震等が発生したときの生徒の対応 

    （ア）在校時に地震等が発生したときの生徒の対応 

      ①地震の時は慌てて校舎外に飛び出すことなく、揺れがおさまるまで倒れやすい戸

棚や窓ガラスから身を離し、天井などからの落下物などから身を保護するため机

の下などに身を寄せ安全を確保する。 

      ②津波被害が想定されるときは、速やかに３階または屋上に避難する。校舎が倒壊

等の恐れがあり、危険と思われるときは、また、土砂災害が発生したときは、倉

田山公園方面へ避難する。 

      ③各室の火気取締責任者は、火気・危険物・電気器具等責任を持って処置し二次災

害を防ぐ。 

      ④避難にあたって、生徒は秩序正しく誘導教員の指示に従って避難する。避難経路
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は消防計画の別表５－１・２のとおりとする。 

      ⑤学校は状況により授業を打ち切り休校とし、帰宅可能なときは安全に注意して帰

宅する。帰宅不可能なときは学校に待機させる。 

   （イ）登下校時に地震等が発生したときの生徒の対応 

      ①すみやかに自宅に帰るものとするが、本校が近いときは本校に避難する。ただし、

地震直後は、津波への警戒を怠らず、近くの高い場所にある安全な避難場所を利

用する。 

      ②市町村の広報・消防団・警察官等からの指示に従って行動し、地震がおさまった

後、災害用伝言ダイアル １７１（｢いない｣）等を利用するなど、可能な手段で学

校へ安否を連絡する。 

      ③在宅中に地震が発生したときは、家族とともに行動する。地震がおさまった後、

前項同様に可能な手段で学校に安否を伝える。 

   （３）遠隔地の地震により、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意・巨大地震警報）が発表

されたときは、保護者等と連絡を取るなど安全を十分確認のうえ下校させる。 

（４）復興に向けての生徒の対応 

        災害発生後、地域における役割を自覚し、ボランティアとして救助復旧に積極的に協力

する。 

 

（地震等発生時の教職員の行動） 

 第１０条 南海トラフ地震臨時情報発表（巨大地震注意・巨大地震警報）時、地震発生時の教職

員の行動は別紙２、３及び以下のとおりとする。 

   （１）在宅、通勤途上で災害が発生したときの教職員の対応 

    （ア）災害の発生に際し、自分の安全と家族の安全を確保する。 

    （イ）家族の安全を確認した後、可能な限り早く出勤し緊急配置につく。 

（２）学校において災害が発生したときの対応 

     速やかに本計画における組織に移行し、救助、復興への措置をとるものとする。 

  （３）校長等管理職の不在のときの対応 

校長等管理職の不在のときは、到着までの間、緊急対策要員（学校よりおよそ８ｋｍ以

内に在住の教職員）により対処する。緊急対策要員は別表１－２のとおりとする。 

 

第５章 防災訓練 
（教育の実施） 

第１１条  防火管理者は教職員に対し、次に示す防災教育を行うものとする。 

（１） 防災計画の周知徹底 

（２） 地震等発生時の対応に関する事項 

（３） その他防災上必要な事項 

（訓練の実施） 

第１２条 防火管理者及び教職員は地震・土砂災害・風水害等の災害を想定した訓練を行わな

ければならない。 

２ 防火管理者は、訓練を実施するとき、あらかじめ消防機関に連絡するものとする。 

 

 

附則 この計画は、平成２５年４月１日から施行する。 

附則 この計画は、令和２年４月１日から施行する。 

附則 この計画は、令和３年４月１日から施行する。 

附則 この計画は、令和４年４月１日から施行する。 

附則 この計画は、令和５年５月１日から施行する。 

附則 この計画は、令和６年６月１日から施行する。 

 


